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マイナンバーカードを利用した
証明書コンビニ交付サービスを
休止します

 

システムメンテナンスのため、証明
書コンビニ交付サービスを休止しま
す。ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
【休止期間】
12月26日（土）終日
【対象証明書】
・住民票の写し（本人・世帯全員・世帯
の一部）
・印鑑登録証明書
・市県民税（所得・課税）証明書
・戸籍の全部事項・個人事項証明（戸
籍謄本・抄本）
� （地域政策課　☎328-2067）

 12月は固定資産税第4期の納期です  

納期限は来年1月4日です。納期限
までに支払いください。市税の納付に
は、便利な口座振替・自動払込みを利
用ください。希望する方は、納税通知
書・預（貯）金通帳・通帳届出印を持っ
て、お近くの金融機関、郵便局または
インターネットで申し込みください。
また、スマホ・タブレット端末を利
用して、クレジットカードによる納付
もできます。詳しくは市ホームページ
へ。
【クレジットカード納付】【Web口座振替登録】

� （納税課　☎328-2204）

 記念樹プレゼント  
� 日 �来年3月13日（土）、14日（日）午前
10時～午後4時� 場 �区役所正面玄関前
（中央・東・南・北）、西部環境工場（旧工
場管理棟／西区役所から南へ150m）�
※混雑を避けるため1人または少人
数での受領をお願いします� 内 �苗木を
差し上げます
【配布樹木】イロハモミジ・ウメ（紅・
白）・キンモクセイ・サクラ（ソメイヨ
シノ）・シマトネリコ・ハナミズキ（赤・
白）のうち、お好きな樹木を1本� 対 �令
和元年10月1日～令和3年1月20日
までに、①結婚②赤ちゃんの誕生③家
の購入④結婚して25周年（銀婚）の方
⑤パートナーシップ宣誓をした方 ※
銀婚は、平成6年10月1日～平成8年1
月20日の間に、結婚した方が対象 ※
③は、建物の引渡し日が対象期間に該
当する場合 ※前回（令和2年2月、3
月）に記念樹を受領済みの方を除
く� 持 �苗を入れる汚れてもよい袋（大

きめのレジ袋など）、日付が分かるも
の〔①結婚：招待状、指輪など②誕生：
親子（母子）手帳、保険証など③建物：
登記簿、売買契約書、家の保証書など
④銀婚：結婚式の招待状、指輪、戸籍謄
本など⑤パートナーシップ宣誓：宣誓
書受領証、宣誓書受領カードなど〕�
� 申 �来年1月20日までに電話でひごま
るコール（☎334-1500）または市
ホームページ、直接環境共生課へ
� （環境共生課　☎328-2352）

 消費生活地域見守りサポーター養成講座　受講生募集  　無料　 

� 日 �来年1月28日（木）午後1時～4時
半� 場 �市教育センター2階中研修室�
� 内 �消費生活地域見守りサポーターの
役割、消費者トラブル相談事例・対処
法などを学びます� 師 �弁護士、市消費
生活相談員など� 定 �30人（先着順）�
� 申 �12月14日～来年1月15日までに
電話（☎334-1500）またはホーム
ページ（higomaru-call.jp）でひごま
るコールへ
� （消費者センター　☎353-5757）

 家屋を取り壊したらご連絡を  
固定資産税は、1月1日（賦課期日）
に家屋等を所有している人にかかる
税金です。
家屋を取り壊した場合は、届出をし
ないと継続して固定資産税がかかり
ますので、固定資産税課へ連絡くださ
い。
� （固定資産税課　☎328-2195）

 バイクや小型特殊自動車の手続きを忘れていませんか  

軽自動車税は、使用の本拠地がある
市区町村に納める税です。定置場が市
内にある、市外や他県のナンバーのバ
イクや軽自動車は、住所変更などの手
続きが必要です。
また、トラクターなどの「農耕作業
用」、フォーク・リフトなどの「その他」
に分類される小型特殊自動車は、使用
の本拠地が市内にあれば、公道の走行
の有無に関係なく、申告をして軽自動
車税を納める必要があります。

種　　類 手続き先
原付バイク
（125cc以下）、
小型特殊自動車

市民税課、区役所税
務室、総合出張所

軽自動車
（三輪／四輪）

全国軽自動車協会連
合会�熊本事務所
（東区東本町16-3�
� ☎369-7920）

軽二輪／自動二輪
（125ccを超える
もの）

熊本運輸支局
（東区東町4丁目14-35�
☎050-5540-2086）

詳しくは、各手続き先の窓口または
市民税課へ。
� （市民税課　☎328-2181）

 所得税の軽減免除等の手続きはお済みですか（熊本地震関連）  

平成28年熊本地震で被害を受けた
方は所得税の軽減免除等を受けられ
る場合があり、平成28年分の還付申
告は、来年12月末までです。申告相談
は電話予約が必要です。
詳しくは、熊本国税局のホームペー
ジまたは電話で熊本西税務署（☎
355-1181）、熊本東税務署（☎369-
5566）へ。
� （市民税課　☎328-2181）

 令和3年度個人市民税・県民税の申告は郵送で  

来年度の市民税・県民税の申告は、
来年3月15日までです。新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため申告会
場数を縮小しますので、申告書等は原
則郵送での提出をお願いします。
申告受付日程等は市政だより1月
号でお知らせする予定です。
� （市民税課　☎328-2181）

 「食品ロス削減」にご協力を  
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運動」をご存知です
か？この運動は、宴会時の食べ残しを
減らすための取り組みです。
＜乾杯後30分間＞は席を立たずに料
理を楽しみましょう。
＜お開き10分前＞になったら、自分
の席に戻って、再度料理を楽しみま
しょう。
飲食の機会が増えるこれからの時
期、出された料理をおいしくいただい
て、食べ残しを減らしましょう。
� （ごみ減量推進課　☎328-2365）

 空き家管理サービス事業者を紹介します  

大切な空き家の管理でお困りの方
へ、空き家の管理サービスを行ってい
る事業者を紹介します。
【空き家管理の例】
通風、通水、家屋の掃除、樹木の剪

せん

定、
除草など。
※管理業務の内容や料金等は、事業者
と話し合って決定してください。契
約の仲介は行いませ
ん。
詳しくは市ホーム
ページへ。
� （空家対策課　☎328-2514）

 「年末ジャンボ宝くじ」等の発売 
� 期 �【発売期間】11月24日（火）～12月
25日（金）【抽せん日】12月31日（木）�
� 場 �全国の宝くじ売り場� 費 �1枚300
円� 内 �当せん金：1等7億円、1等の前後
賞各1億5千万円、2等1千万円。年末
ジャンボミニ（1等賞金3千万円）も同
時発売。また、削ったその場で結果が
わかるスクラッチや、数字を選ぶナン
バーズ3・4、ミニロト、ロト6・7やビ
ンゴ5も発売中
詳しくは、宝くじ売場または宝くじ
公式サイトへ。ぜひ、熊本県内の宝く
じ売場でお買い求めください。
� （財政課　☎328-2085）

 男女共同参画に関する市民グループ企画募集  

� 対 �来年4月～再来年3月までに実施
可能であり、市民グループが実施主体
であるもの� 内 �セミナーや講演会、
ワークショップなど男女共同参画に
関する市民グループ企画について、施
設使用料（会場費）の減免、事業費の助
成、広報協力などの支援を行います�
� 定 �3組程度（書類選考・面談）� 申 �来年
1月23日まで（必着）に申請書類を直
接 ま た は 郵 送、メ ー ル（info@
harmony-mimoza.org）で 〒 860-
0862中央区黒髪3丁目3-10男女共
同参画センターはあもにいへ
（男女共同参画センターはあもにい
� 　☎345-2550）

 移住者向け中古住宅購入補助金 
� 対 �熊本県外から本市へ移住して中古
住宅の購入を考えている方� 内 �中古住
宅の購入費用の補助を行います� 申 �12
月28日（消印有効）までに郵送で
〒860-8601住宅政策課へ
※期限内であっても、
予算額に達した時点
で、受け付けを終了
します。
詳しくは、市ホームページへ。
� （住宅政策課　☎328-2438）

 合併処理浄化槽へ転換しましょう  

単独処理浄化槽やくみ取り便所か
らは生活雑排水が未処理のまま放流
されています。水質保全のためにも、
合併処理浄化槽へ転換しましょう。
転換による設置補助について詳し
くは、市ホームページまたは電話で浄
化対策課へ。
※下水道処理区域では下水道に接続
してください。
� （浄化対策課　☎328-2366）
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 くらし 

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
平成14年9月に行われた日朝首脳会談で、北朝鮮側が初めて当局による
日本人拉致を認めてから、18年の月日が流れました。拉致問題は人間の尊
厳、人権および基本的自由に対する重大な侵害です。
この問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携してい
くことを目的として、平成18年6月「拉致問題その他北朝鮮当局による人権
侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から16日まで
を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北
朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき
課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切
です。
� （人権政策課　☎328-2333）

 くらしの中の人権 85

熊本駅白川口（東口）駅前広場の短時間駐車場を
工事期間中閉鎖します

期日  12月1日～来年3月下旬
  ※詳細が決まり次第、広場内掲示物・ホームページ等でお知らせします。
場所  熊本駅白川口（東口）駅前広場
内容  広場の工事に伴い、短時間駐車場を閉鎖します。工事期間中、乗車待ち

の方は、新幹線口（西口）駅前広場または近隣の駐車場を利用ください。
ご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先 　熊本駅周辺整備事務所（☎323-8177）
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